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スクールバスにおける新型コロナウィルス感染予防の徹底について（お願い） 

 

 日頃は本校スクールバスの運行につきまして、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。 

 さて、８月以降コロナウィルス新規感染者が急増し、三重県においても８月２７日から９月１２

日まで、緊急事態宣言が適用されることとなりました。 

 本校スクールバスの運行に関しましては、昨年度より朝の運行を各コース（白山コース以外）２台

に増便することで、児童生徒間の座席に十分な間隔がとれるようにしています。また、座席や手すり

等の消毒を徹底しているところです。 

しかし、これまでにない感染拡大の中、新学期をむかえ、さらなる感染予防の強化が必要です。緊

急事態宣言が適用される期間は臨時休業となりますが、スクールバスは運行致します。 

 これまでもお願いしている通りですが、スクールバスを利用する際は、新型コロナウィルス感染

拡大防止のため、以下の点につきまして今一度お子さまとともに確認し、徹底していただきますよ

うにご協力よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

・  スクールバス乗車時には、手指の消毒と体温の申告をお願いします。 

（３７．５℃以上あれば乗車できません） 

・  マスクの着用をお願いします。 

・ 座席に座ったら、必ずシートベルトをしめ、立ち歩いたり勝手に席を移動したりしないでくだ

さい。 シートベルトが難しい場合は、安全運行の面からも「補助ベルト」「チャイルドシート」の

使用も相談させていただきます。 

・ バスの中では静かにして、大きな声でおしゃべりしないようにしてください。 

 

 そのほか、少しでも体調に不安がある場合などには、学校とスクールバスに連絡し、自宅で療養

するようにください。 

 また、車内では十分感染予防に留意していますが、感染の不安などから送迎での登下校に変更す

る場合も、学校とスクールバスの両方への連絡をよろしくお願いします。 

 

 

職員室（小学部）…059-252-2802 

  職員室（中学部）…059-252-2803 

  職員室（高等部）…059-252-2801 

      

    


